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ワーケーション推進にかかるプロモーション及びマッチング業務委託 

仕様書 

 

１ 案件名 

ワーケーション推進にかかるプロモーション及びマッチング業務委託 

 

２ 契約期間 

契約日から令和４年３月２５日（金）まで 

 

３ 業務の目的 

 新型コロナウイルスの感染拡大によりテレワークが普及するなか、アフターコロナ時代の新

しい働き方・ライフスタイルとして、リゾート地や地方でテレワークを行うワーケーションが

注目されている。 

三重県では、関係人口の増加による県内経済の活性化や地域課題の解決、移住の促進につな

げることを目的として、首都圏等都市部の企業や個人が県内の自然豊かな環境で安全・安心か

つ快適に仕事ができるワーケーションの受け入れを推進している。 

本県にはワーケーション受け入れに意欲的な市町や民間事業者が多くあり、ウェブサイトで

モデルプランや施設情報等を発信しているところであるが、さらに三重県でのワーケーション

の魅力を広く発信し、来県を促進するとともに、これら受入側とワーケーションに関心がある

企業・個人とのマッチングを促進することを目的として、本業務を実施する。 

 

４ 契約上限額 

９，２５０，４５０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 業務内容 

（1）プロモーション業務 

三重県でのワーケーションの魅力を発信し、ワーケーション目的での来県を促進するプ

ロモーションを実施すること。 

（2）マッチング業務 

ワーケーションに関心がある企業・個人と、県内受入市町・事業者とのマッチングを図

り、本県でのワーケーション実施につながる取組を実施すること。 

（3）提案にあたっての留意事項 

①プロモーション及びマッチングの対象は首都圏・関西圏・中部圏等の企業・個人とし、マ

ーケティング等に基づいてターゲットを設定すること。 

②既存の公式ワーケーションウェブサイト及び公式 SNS（Twitter、Instagram）を活用した

取組とすること。 
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③本業務を通じて契約期間内に実施される県内でのワーケーションに関して、「受入市町・

施設と企業等とのマッチング件数（企業や家族といったグループによる参加は１件として

数える）」について１０件以上の目標数値を設定すること。設定した目標に届かなかった場

合はその原因を分析するとともに、取組の効果を補填する事後的な対応を可能な限り実施

すること。 

④特定の個人や企業に対する給付となる経費は委託費の対象外とする。 

（例：モニターツアーなどに係る参加者個人への旅行代金等（交通費・宿泊費・体験費な

ど）の支給） 

 

６ 業務全般にかかる共通要件 

（1）受託者は、本業務を確実に遂行する履行体制を確保し、県と十分な連携が図れる体制と

すること。 

（2）業務の実施にあたっては、関係市町や受入事業者と十分に連絡調整を行うこと。 

（3）本業務における実施内容は、提案内容をふまえ、最終的に県と受託者とで協議のうえ決

定すること。 

（4）受託者は契約締結後、県と協議のうえ、実施内容、業務スケジュール、業務実施体制を含

めた業務計画書を作成し、提出すること。業務の遂行にあたり、業務計画書の内容に変更が

必要となる場合は、県と協議し、承認を得ること。 

（5）業務の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な措置を講じること。 

（6）必要に応じて適宜打ち合わせを実施し、報告及び作業内容の説明・協議を行うこと。受託

者において打ち合わせ内容を記録した議事録を作成し、都度提出すること。 

（7）業務の実施にあたって、著作権、肖像権等に関して権利者の許諾が必要な場合は、受託

者において必要な処理を行うこと。 

 

７ 納品物件 

以下の納品物を令和４年３月２５日（金）までに提出すること。 

納品方法は電子媒体と紙面（A4判両面カラー。必要に応じて A3判も可。）での納品を各

１部とする。なお、電子媒体のファイル形式については、県と事前に協議を行い決定する

こと。 

（1）業務完了報告書（写真等業務の履行状況が確認できること） 

（2）その他本業務について作成したデータ等で県が指示するもの 

 

８ 留意事項 

（1）受託者は何人に対しても、委託期間中または委託期間終了後を問わず、業務上知り得た

個人情報及び三重県の機密事項を第三者に漏洩してはならない。 

（2）受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記

「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。 

（3）原則として再委託は禁止する。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、県の
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承諾を得た場合はこの限りではない。 

（4）本仕様書に定めのない事項及び疑義が発生した場合は、県と協議のうえ定めるものとす

る。 

 

９ 著作権 

（1）成果品のうち新規に発生した著作物にかかる全ての著作権（著作権（昭和 45年法律第

48号）法第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）及び成果品のうち県又は受託者が

委託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権

は、成果品の引渡しをもって県に譲渡されるものとする。 

（2）（1）の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が受託者以外の第三者に帰属し

ている場合は、受託者は成果品の引渡し時点までに当該著作権を取得したうえ、県に譲渡

するものとする。 

（3）成果品のうち、（1）の規定の対象外で著作権が受託者に留保されている著作物について

は、県が成果品を自ら利用するために必要な範囲において県及び県が指定する者が自由に

利用（著作権法に基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ。）できるものとす

る。 

（4）成果品のうち、（1）の規定の対象外で著作権が第三者に帰属している著作物について

は、受託者は、県が成果品を利用するために必要な範囲において県及び県が指定する者が

利用することについて当該第三者の許諾を得るものとする。 

（5）県は著作権法第 20条第２項第３号又は第４号に該当しない場合においても、その使用

のために、成果品を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものと

する。 

（6）受託者は、（1）の規定に基づき県に著作権を譲渡した著作物に関する著作者人格権（著

作権法第 18条から第 20条までに規定する権利をいう。以下同じ。）を一切行使しないも

のとする。 

（7）受託者は、（2）の規定に基づき県に著作権を譲渡した著作物について、当該第三者が著

作者人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。 

（8）（6）及び（7）に規定する著作者人格権の不行使は、県が必要と判断する限りにおい

て、本契約終了後も継続するものとする。 

（9）本業務における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等にかかる一

切の対価及び経費は委託費用に含まれているものとする。 

 

１０ 履行場所 

三重県庁（三重県津市広明町 13 番地） 

その他県の指定する場所 
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別記 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

注） 「甲」は県を、「乙」は受託者をいう。 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

  また乙は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25年法律第 27号。以下「番号

法」という。）等関係法令を遵守すること。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他人に

知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（責任体制の整備） 

第３条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持

しなければならない。 

（責任者等の報告） 

第４条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者（以下「個人情報保護責任者」とい

う。」）及び業務に従事する者（以下「作業従事者」という。）を定め、書面により甲に報告し

なければならない。 

２ 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告し

なければならない。 

（作業場所等の特定） 

第５条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下、「作業場所」という。）とその移送方法を定め、

業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければなら

ない。 

３ 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対

して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 

（収集の制限） 

第６条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を

明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によ

り行わなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、甲が指示した場合

を除き、本人から収集しなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第７条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために
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利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（教育の実施） 

第８条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の

目的に使用してはならないこと及び三重県個人情報保護条例（以下「条例」という。）第 13

条、条例及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、そ

の他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければなら

ない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わ

せる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を

負うものとする。 

（再委託の禁止） 

第 10条 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が

承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

  また、甲の承諾を得て乙が再委託する場合には、乙は、本条第２項から第６項の措置を講ず

るものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。 

２ 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次

の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。 

一 再委託する業務の内容 

二 再委託先 

三 再委託の期間 

四 再委託が必要な理由 

五 再委託先に求める個人情報保護措置の内容 

六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の

誓約 

七 再委託先の監督方法 

八 その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を甲に提出

しなければならない。 

 一 再委託先 

 二 再委託する業務の内容 

 三 再委託の期間 

 四 再委託先の責任体制等 

 五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法 

 六 その他甲が必要と認める事項 

４ 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 
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５ 乙は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるととも

に、乙と再委託先との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託先による個人情報の処理及

びその結果について責任を負うものとする。 

６ 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、

管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（個人情報の適正管理） 

第 11条 乙は、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、次の

各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

 一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を保管

すること。 

 二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さない

こと。 

 三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上

の保護措置を施すこと。 

 四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこ

と。 

 五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックア

ップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

 六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱い

の状況を当該台帳に記録すること。 

 七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を

扱う作業を行わせないこと。 

 八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる

業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（受渡し） 

第 12条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、

日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなけれ

ばならない。 

（個人情報の返還、廃棄又は消去） 

第 13条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、

若しくは作成した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄

又は消去しなければならない。 

２ 乙は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判

読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェ

アを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければ

ならない。 

４ 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又
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は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならな

い。 

（点検の実施） 

第 14条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の

取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。 

（検査及び立入調査） 

第 15条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置

が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先等に対して検査を行うこと

ができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対し

て必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができ

る。 

（事故発生時の対応） 

第 16条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合

は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人

情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければ

ならない。 

２ 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当

該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 

（契約の解除） 

第 17条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の全部

又は一部を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その

損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第 18条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことによ

り、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければなら

ない。 

 


